
保 育 政 策 課 

 

 議案第４７号 

港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正を踏まえ、港区特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（以下

「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和３年内閣府令第５３号）の施行により特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正され

ました。この改正により、特定教育・保育施設等の業務負担軽減等を図る観点から、

特定教育・保育施設等における諸記録の作成、保存等及び保護者への説明等に関す

る基準が緩和されたことを踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）特定教育・保育施設等における諸記録の作成、保存等のうち、書面で行うことと

しているものについて、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることと

します。 

（２）保護者への説明等のうち、書面で行うこととしているものについて、書面に代え

て、電磁的方法により行うことができることとします。 

（３）その他規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

令和３年９月１４日 資料№２ 
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港
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

目
次 

目
次 

第
一
章
～
第
三
章 
（
略
） 

第
一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
五
十
三
条
） 

 

付
則 

付
則 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

 

２ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
申
込
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
利
用
申
込
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
載
す
べ
き
重
要
事
項

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方

法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
申
込
者
の
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使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信

し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法 

 

ロ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
利
用
申
込
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
利
用
申
込
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重
要
事
項
を
記
録
す
る
方

法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の

申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す
る
方
法 

 

３ 

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
利
用
申
込
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る

こ
と
に
よ
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
申
込
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。 

 

５ 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
重

要
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
申
込
者
に

対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
文
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書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
使
用
す

る
も
の 

 

二 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

 

６ 

前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
利
用
申
込

者
か
ら
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い

旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
申
込
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す

る
重
要
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
申
込
者
が
再
び
前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

 

２ 

第
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の

交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
） 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
） 
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第
四
十
二
条 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
地
域
型

保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続
的

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）

を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ

っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
区
が
認
め
る
も
の
に
お
い

て
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

第
四
十
二
条 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
地
域
型

保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続
的

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）

を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ

っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
区
が
認
め
る
も
の
に
お
い

て
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
り
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け

て
い
た
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
事
業
所
内
保
育
事
業
を
利
用
す
る

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
そ
の
他
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に

際
し
て
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入

れ
て
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。 

三 

当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
り
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け

て
い
た
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
事
業
所
内
保
育
事
業
を
利
用
す
る

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
そ
の
他
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
三

歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
希
望
に

基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
・
保
育
を

提
供
す
る
こ
と
。 

２
～
９ 

（
略
） 
２
～
９ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 
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（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
） 

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 
 

第
五
十
三
条 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
記
録
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、

文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
に
代
え
て
、
当
該

書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
又
は

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報

処
理
組
織
（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
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用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

等
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
、
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
教
育
・
保
育

給
付
認
定
保
護
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

 

 
 

ロ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
の
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的

方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
が
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

 

6



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
記
載
事
項
を
提
供
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類

及
び
内
容
を
示
し
、
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

 

一 

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
が
使
用 

す
る
も
の 

 

 

二 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

 

５ 

前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
に

よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
に
対
し
、
記
載
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
が
再
び
前
項
に
規
定

す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

６ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る

同
意
の
取
得
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
書
面

の
交
付
又
は
提
出
」
と
あ
り
、
及
び
「
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
に
よ
る
同
意
」

と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
、

「
提
供
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
得
る
」
と
、
「
書
面
を
交
付
し
、
又
は
提
出
し

た
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
」
と
、
「
記
載
事
項
を
」
と
あ
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る
の
は
「
同
意
に
関
す
る
事
項
を
」
と
、
「
提
供
を
受
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
同

意
を
行
う
」
と
、
「
受
け
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
な
い
」
と
、
第
四
項
中

「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う
」
と
、
「
記
載
事

項
を
提
供
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
」
と
、
「
第
二
項
各

号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
各
号
」
と
、
第
五
項

中
「
提
供
を
受
け
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
を
行
わ
な
い
」
と
、
「
記
載
事

項
の
提
供
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取

得
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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